
 測量業務における特記仕様書の標準様式について
技術基準の種類:業務委託
通知日　　　　:平成14年12月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管第２２５７号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年１２月２４日

　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県土整備部管理課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）
　　
　　
　　　　　　　　　設計業務における特記仕様書の標準様式について（通知）
　
　　
　測量等業務の発注における特記仕様書については、「調査・設計・測量業務共通仕様書」（平成１０年
４月３日付管第２～４号鳥取県土木部長通知）に基づき、現場条件等の必要事項を明示することとなっ
ており、平成１４年１２月２日付管第２００３号鳥取県県土整備部長通知で、その徹底を行ったところ
です。
このたび、別添のとおり設計業務における特記仕様書の標準的な様式を定めましたので、今後は本様
式に従い特記仕様書を適正に作成してください。なお、測量・調査業務についても本様式を参考として
作成してください。
　
　
　



　



　



　



　　


